
第１４回 鶴ヶ島市危機管理対策本部 会議要旨 

開催日時  令和２年９月２５日（金）１３：１０～１４：１０ 

開催場所  経営会議室 

出 席 者  議  長：市長 

      副 議 長：副市長、教育長 

      委  員：総合政策部長、総務部長、市民生活部長、健康福祉部長、 

健康福祉部参事、都市整備部長、都市整備部参事、会計管理者、

教育部長、教育部参事、議会事務局長 

担当部署：保健センター 

事 務 局：安心安全推進課 

議  題  新型コロナウイルス感染症について 

 （１）施設使用及びイベント開催規制に係る状況・市民意見と今後の対応 

 （２）感染症対策を踏まえた避難所開設・運営訓練の結果と今後の対応 

 （３）市職員が感染者及び濃厚接触者となった場合の対応 

（４）その他  

       ・ 新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の執行状況と今後の見込み 

・ 市内小中学校の状況 

・ サテライトオフィスの今後の取り扱いについて 

・ インフルエンザ蔓延防止対策について 

 

（１）施設使用及びイベント開催規制に係る状況・市民意見と今後の対応 

  ① 各施設の利用制限等について情報共有した。 

ア 女性センター 

・11月1日から利用制限を設けながら一般開放する。 

   イ 各市民センター 

・11月1日から利用人数、利用時間、活動制限を緩和する。 

   ウ 各児童館 

    ・10月1日から事前予約をしたうえで、小規模イベントを順次開催する。 

    ・10月1日から最大入館人数を50名とする。 

    ・冬時間による開館時間の短縮により、10月1日から時間変更。（17:30→16:30） 

    ・保育所や学童保育について濃厚接触者が発生した場合には２週間の利用自粛、 

     陽性者が発生した場合は２週間施設を閉鎖する。 

エ 老人福祉センター 

・8月5日からお風呂の人数制限を10名に拡大。 

・10月から軽運動に関するサークル活動を再開。 

オ 図書館 

・10 月 1 日から学習室利用の時間制限なし。 

  ② 鶴ヶ島市イベント開催に関する基本方針については現行どおりとする。 

 

 



（２）感染症対策を踏まえた避難所開設・運営訓練の結果と今後の対応 

   8月 29日に市職員対象として実施した新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた避

難所開設・運営訓練の結果について報告し、課題や改善点などを共有した。 

（３）市職員が感染者及び濃厚接触者となった場合の対応 

  ・感染判明前の対応と感染判明後の対応について再度共有した。 

  ・消毒のタイミングや方法について再度共有した。 

（４）その他 

  ・新型コロナウイルス感染症対策に係る事業の執行状況と今後の見込みについて 

・市内小中学校の状況について 

・サテライトオフィスの今後の取り扱いについて 

・インフルエンザ蔓延防止対策について 

 


